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西
晋
に
お
け
る
単
于

―
元
会
儀
礼
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
の
位
置
づ
け
を
中
心
に

―

小
野　
　

響

は
じ
め
に

筆
者
は
嘗
て
、
後
漢
末
期
か
ら
魏
晋
時
代
に
か
け
て
、
匈
奴
の
君
長
号
で
あ
っ
た
単
于
が
匈
奴
の
み
な
ら
ず
、
烏
桓
等
の
匈
奴
以
外

の
諸
集
団
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
指
摘
し
た①

。
そ
し
て
当
該
拙
稿
で
は
、
単
于
と
い
う
匈
奴
的
な
も
の
が
、
後
漢
的
な

理
屈
の
中
で
運
用
さ
れ
て
い
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
後
漢
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
の
時
期
が
、
単
于
の
大
き

く
変
質
す
る
時
代
で
あ
っ
た
事
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
家
本
元
と
も
言
う
べ
き
匈
奴
の
単
于
―
即
ち
、
そ
の
当
時
に
お
い

て
は
匈
奴
南
単
于
を
指
す
―
が
、
該
当
時
期
に
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
が
次
に
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を

追
求
す
る
事
は
、
単
于
と
い
う
君
長
号
の
在
り
方
を
解
明
す
る
事
に
も
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
後
漢
末
期
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
の
南
匈
奴
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
そ
も

そ
も
漢
魏
革
命
の
際
に
名
前
の
見
え
る
呼
廚
泉
を
最
後
に
、匈
奴
南
単
于
の
系
譜
を
追
跡
し
難
く
な
る
事
が
挙
げ
ら
れ
よ
う②

。
こ
れ
は
、

当
該
期
の
匈
奴
南
単
于
を
分
析
す
る
に
お
い
て
、
中
国
王
朝
か
ら
の
視
点
を
活
用
し
な
く
て
は
、
研
究
を
展
開
さ
せ
難
い
事
を
意
味
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
魏
晋
期
に
お
け
る
匈
奴
に
関
す
る
研
究
で
は
、
後
に
五
胡
十
六
国
時
代
を
切
り
開
く
劉
淵
と
そ
の
一
党
や
、

彼
ら
に
先
立
っ
て
西
晋
に
反
旗
を
翻
し
た
劉
猛
ら
を
主
題
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
殊
更
に
具
体
的
な
名
前
の
伝
わ
ら
な
い
匈
奴
南
単
于
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に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
事
は
殆
ど
な
か
っ
た③

。
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
魏
晋
期
の
匈
奴
南
単
于
も
ま
た
注
目
せ

ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
等
閑
視
す
る
事
は
出
来
ま
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
如
右
の
問
題
関
心
に
応
え
る
た
め
、
魏
晋
期
の
匈
奴
南
単
于
の
中
で
も
、
西
晋
の
単
于
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
い
き
た
い
。
何
故
、
特
に
西
晋
の
そ
れ
に
注
目
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
の
儀
注
で
あ
る
「
咸
寧
儀
注④

」
に
お
い
て
、

単
于
が
興
味
深
い
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。
そ
も
そ
も
「
咸
寧
儀
注
」
と
は
、
西
晋
武
帝
の
咸
寧
年
間

に
作
成
さ
れ
た
元
会
儀
礼
に
対
す
る
儀
注
で
あ
り
、
西
晋
の
正
史
で
あ
る
『
晋
書
』
の
み
な
ら
ず
、『
宋
書
』
や
『
通
典
』
に
も
記
載
が

見
ら
れ
る
。
斯
く
「
咸
寧
儀
注
」
に
匈
奴
南
単
于
が
出
現
す
る
以
上
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
に
お
い
て
、
匈
奴
南
単
于
が
何
ら
か
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
事
は
疑
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
「
咸
寧
儀
注
」
を
手
掛
か
り
に
、
西
晋
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討

結
果
を
踏
ま
え
、
西
晋
の
儀
礼
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
の
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
単
于

変
質
の
時
代
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
の
在
り
方
と
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
解
明
す
る
事
を
目
指
す
。

ま
ず
、「
咸
寧
儀
注
」
に
出
現
す
る
匈
奴
南
単
于
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
分
析
の
端
緒
と
し
よ
う
。

一
、「
咸
寧
儀
注
」
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于

最
初
に
「
咸
寧
儀
注
」
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
問
題
の
匈
奴
南
単
于
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
史
料
間
で

若
干
の
異
同
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
咸
寧
儀
注
」
の
全
文
は
極
め
て
長
大
に
な
る
の
で
、
詳
細
は
本
稿
末
尾
掲
載
の
「『
宋
書
』・『
晋

書
』・『
通
典
』
に
お
け
る
西
晋
元
会
儀
礼
式
次
第
比
較
表
」（
以
下
、「
別
添
表
」
と
略
記
）
に
譲
り
、
本
論
で
は
必
要
な
部
分
だ
け
を
抜
粋
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し
て
論
じ
て
い
く⑤

。
な
お
、
別
添
表
か
ら
の
史
料
引
用
に
つ
い
て
は
、
適
宜
表
の
第
何
行
目
で
あ
る
か
を
注
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ

れ
た
い
。

さ
て
、「
咸
寧
儀
注
」
を
記
す
三
書
の
内
、
最
も
古
い
『
宋
書
』
巻
一
四
、
礼
志
一
か
ら
、
匈
奴
南
単
于
に
関
わ
る
部
分
を
引
用
し
て

み
よ
う
。
な
お
、
以
下
、
引
用
史
料
に
お
け
る
（
）
や
傍
線
等
は
、
全
て
小
野
に
よ
る
補
筆
で
あ
る
。
ま
た
、『
宋
書
』
引
用
時
に
お
け

る
【
】
は
、『
晋
書
』
巻
二
一
、
礼
志
下
及
び
『
通
典
』
巻
七
〇
、
礼
典
三
〇
、「
元
正
冬
至
受
朝
賀
」
か
ら
補
っ
た
部
分
で
あ
る⑥

。

晉
武
帝
世
、
更
定
元
會
注
。
今
有
咸
寧
注
是
也
。
…
…
咸
寧
注
、
…
…
成
禮
訖
、
謁
者
引
下
殿
、
還
故
位
。【
掌
禮
郎
讚
「
皇
帝
延

太
尉
等
。」】
治
禮
郎
引
公
・
特
進
・
匈
奴
南
單
于
子
・
金
紫
將
軍
當
大
鴻
臚
西
、
中
二
千
石
・
二
千
石
・
千
石
・
六
百
石
當
大
行

令
西
、
皆
北
面
伏
。

晉
武
帝
の
世
、
更
め
て
元
會
注
を
定
む
。
今
有
る
咸
寧
注
は
是
れ
な
り
。（
別
添
表
第
1
行
目
）
…
…
咸
寧
注
に
、（
別
添
表
第
6
行
目
）

…
…
禮
を
成
し
訖
え
、
謁
者
、
引
き
て
殿
を
下
り
、
故
位
に
還
ら
し
む
。【
掌
禮
郎
、「
皇
帝
、
太
尉
等
を
延
く
」
と
讚
す
。（
別
添

表
第
33
行
目
Ｃ
・
Ｄ
列
）】
治
禮
郎
、
公
・
特
進
・
匈
奴
南
單
于
子
・
金
紫
將
軍
を
引
き
て
大
鴻
臚
の
西
に
當
ら
し
め
、
中
二
千
石
・

二
千
石
・
千
石
・
六
百
石
も
て
大
行
令
の
西
に
當
ら
し
め
、
皆
、
北
面
し
て
伏
す
。（
別
添
表
第
32

‒

34
行
目
）

斯
く
元
会
儀
礼
に
「
匈
奴
南
單
于
子
」
が
参
加
し
て
い
る
事
を
知
る
。
そ
し
て
、「
咸
寧
儀
注
」
に
示
さ
れ
た
式
次
第
に
従
え
ば
、「
匈

奴
南
單
于
子
」
の
登
場
は
元
会
儀
礼
の
中
で
も
晨
賀
の
部
分
か
ら
と
な
る
。
晨
賀
の
持
つ
儀
礼
上
の
位
置
付
け
の
説
明
や
、
晨
賀
か
ら

参
加
す
る
事
の
意
味
を
検
討
す
る
事
は
次
章
に
譲
り
、
本
章
で
は
先
に
「
匈
奴
南
單
于
子
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
こ

れ
が
匈
奴
南
単
于
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
子
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
稿
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
「
匈
奴
南
単
于
」
の
事
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
同
じ
く
「
咸
寧
儀
注
」
を
引
用
す

る
『
晋
書
』
や
『
通
典
』
は
、こ
の
部
分
を
「
匈
奴
南
単
于
」
と
す
る
（
別
添
表
第
34
行
目
Ｃ
・
Ｄ
列
）。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
宋

書
』
と
の
間
に
記
述
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
『
晋
書
』
と
『
通
典
』
と
が
当
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
儀
注
と
い

う
も
の
の
性
格
を
踏
ま
え
、
且
つ
官
僚
達
と
並
列
し
て
書
か
れ
て
い
る
事
か
ら
考
え
れ
ば
、「
匈
奴
南
単
于
子
」
と
あ
る
位
置
に
は
、
肩

書
き
が
記
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
匈
奴
南
単
于
子
」
よ
り
も
「
匈
奴
南
単
于
」
で
あ
っ
た
と
す
る
ほ
う
が
自
然
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
宋
書
』
の
「
咸
寧
儀
注
」
部
分
の
末
尾
に
は
「
江
左
更
隨
事
立
位
、
大
體
亦
無
異
也
。
宋
有
天
下
、
多
仍
舊
儀
、
所
損

益
可
知
矣
」（
別
添
表
第
82
行
目
）
と
あ
っ
て
、「
咸
寧
儀
注
」
が
単
な
る
一
回
性
の
式
次
第
記
録
で
は
な
く
、
改
変
さ
れ
つ
つ
も
後
世
に

継
承
さ
れ
て
い
く
式
次
第
で
あ
っ
た
事
が
読
み
取
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
匈
奴
南
単
于
の
子
よ
り
も
、
匈
奴
南
単
于
こ
そ
が

記
述
さ
れ
る
に
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
も
し
匈
奴
南
単
于
も
元
会
儀
礼
に
参
加
す
る
場
合
、
儀
注
に
記
さ
れ
る
の
が
匈

奴
南
単
于
の
子
で
あ
る
と
す
る
と
、
父
で
あ
る
匈
奴
南
単
于
の
立
ち
位
置
が
不
透
明
な
中
、
そ
の
子
の
み
が
高
位
の
官
僚
と
と
も
に
儀

礼
に
参
加
す
る
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
儀
礼
の
在
り
方
と
し
て
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
侯
旭
東
氏
は
、「
子
」
字
は
本
来
、
儀
注
に
お
け
る
本
文
横
に
あ
っ
た
小
文
字
の
注
釈
で
あ
っ
て
、
単
于
が
来
朝
で
き
な
い
場

合
は
そ
の
子
供
が
代
行
す
る
事
を
補
足
説
明
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る⑦

。
左
賢
王
等
の
匈
奴
的
な
肩
書
き
で
は
な
く
、
漠

然
と
単
于
の
子
を
儀
注
に
記
す
と
い
う
点
に
は
、
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
右
に
見
た
如
く
不
自
然
な
「
子
」
字
に
対
す

る
解
釈
と
し
て
、
否
定
し
き
れ
な
い
指
摘
で
あ
る
事
も
間
違
い
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
原
則
と
し
て
匈
奴
南
単
于
が
元
会
儀
礼
に
参
加

す
る
事
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
侯
氏
の
観
点
に
は
、筆
者
も
異
論
が
な
い⑧

。
即
ち
、こ
の
部
分
に
関
し
て
は
『
晋
書
』
や
『
通

典
』
に
従
う
べ
き
と
言
え
よ
う⑨

。
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次
に
、「
咸
寧
儀
注
」
に
示
さ
れ
た
式
次
第
の
分
析
を
通
し
て
、
匈
奴
南
単
于
が
如
何
な
る
立
ち
振
る
舞
い
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か

を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
晨
賀
の
中
で
「
治
禮
引
公
至
金
紫
將
軍
上
殿
、
當
御
座
。
皇
帝
興
、
皆
再
拜
。
皇
帝
坐
、
又
再
拜
」（
別
添
表

第
37

‒

39
行
目
）
と
あ
る
の
が
目
を
引
く
。
つ
ま
り
、
匈
奴
南
単
于
が
三
公
以
下
百
官
と
共
に
「
皇
帝
延
太
尉
等
」
の
掛
け
声
と
共
に
上

殿
し
て
い
る
の
で
あ
る⑩

。

そ
し
て
、
儀
礼
が
進
行
し
て
い
き
、「
晝
漏
上
水
六
刻
」（
別
添
表
第
47
行
目
）
に
な
る
と
「
諸
蠻
夷
胡
客
以
次
入
、
皆
再
拜
訖
、
坐
」（
別

添
表
第
48
行
目
）
と
し
て
、「
諸
蠻
夷
胡
客
」
の
儀
礼
空
間
へ
の
入
場
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
直
後
か
ら
昼
会
に
な
る
の
で
、「
諸
蠻
夷
胡
客
」

は
主
に
昼
会
か
ら
参
加
す
る
と
見
做
し
て
良
い
。

昼
会
の
部
分
に
は
、「
謁
者
僕
射
跪
奏
「
請
羣
臣
上
。」
謁
者
引
王
公
至
二
千
石
上
殿
、
千
石
・
六
百
石
停
本
位
」（
別
添
表
第
51

‒

52
行

目
）
と
あ
る
。
晨
賀
の
部
分
の
記
述
と
対
応
さ
せ
れ
ば
、
王
と
「
公
・
特
進
・
匈
奴
南
單
于
・
金
紫
將
軍
・
中
二
千
石
・
二
千
石
」
が
、

「
王
公
至
二
千
石
」
に
該
当
す
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
即
ち
匈
奴
南
単
于
は
百
官
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
諸
蠻
夷

胡
客
」
と
は
異
な
る
儀
礼
上
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
式
次
第
の
み
に
限
っ
て
見
て
み
れ
ば
、
匈
奴
南
単
于
の
立

場
は
夷
狄
よ
り
寧
ろ
百
官
に
近
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
に
お
い
て
、
匈
奴
南
単
于
は
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
て
お
り
、
そ
の
挙

動
は
寧
ろ
百
官
達
と
同
じ
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
こ
の
事
を
元
会
儀
礼
の
中
で
考
え

て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
元
会
儀
礼
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
章
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
。
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二
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于

西
晋
の
元
会
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
辺
信
一
郎
氏
に
よ
っ
て
、
そ
の
儀
式
の
大
体
の
様
相
と
、
有
す
る
意
味
合
い
が
大
凡
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
拠
れ
ば
、「
元
会
儀
礼
の
構
造
的
根
幹
を
な
し
た
の
は
、
朝
賀
委
贄
を
つ
う
じ
て
達
成
さ
れ
る
皇
帝
と
中
央
官

僚
と
の
間
の
君
臣
関
係
の
年
ご
と
の
更
新
」
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
儀
礼
の
前
半
の
晨
賀
は
君
臣
関
係
の
再
確
認
で
あ
り
、
後
半
の

昼
会
は
君
臣
和
合
儀
礼
と
位
置
付
け
ら
れ
る⑪

。

前
章
で
確
認
し
た
如
く
、「
諸
蠻
夷
胡
客
」
が
主
と
し
て
昼
会
か
ら
参
加
す
る
の
に
対
し
て
、
匈
奴
南
単
于
が
晨
賀
か
ら
参
加
し
て
い

る
事
は
、
匈
奴
南
単
于
と
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
と
が
―
少
な
く
と
も
儀
礼
上
乃
至
理
念
上
―
区
別
さ
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

晨
賀
が
君
臣
関
係
の
再
確
認
の
意
味
を
持
つ
以
上
、
匈
奴
南
単
于
は
西
晋
皇
帝
の
臣
下
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
は
、
主
と
し
て
君
臣
和
合
儀
礼
（
昼
会
）
か
ら
参
加
す
る
遠
来
の
蛮
夷
で
あ
る
。
広
く
見
れ
ば
同
じ

く
皇
帝
の
臣
下
で
は
あ
る
が
、
百
官
と
並
列
す
る
臣
と
、
遠
来
の
蛮
夷
と
し
て
の
臣
と
で
は
、
そ
の
意
味
合
い
を
異
に
す
る
事
は
論
を

俟
た
な
い
。
従
っ
て
、匈
奴
南
単
于
と
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
と
が
担
う
儀
礼
上
の
役
割
は
異
な
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
本
来
、
匈
奴
南
単
于
と
は
四
夷
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、「
咸
寧
儀
注
」
に
お
い
て
は
、
四
夷
よ
り
も
寧
ろ
百
官
に

近
い
待
遇
を
得
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
儀
礼
上
の
立
場
の
違
い
に
止
ま
ら
ず
、
西
晋
が
期
待
す
る
儀
礼
上
の
役
割

が
、
匈
奴
南
単
于
と
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
と
で
異
な
っ
て
い
た
事
を
示
唆
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
に
お
い
て
、
匈
奴
南

単
于
は
「
諸
蠻
夷
胡
客
」
で
は
な
い
事
に
な
る
。
で
は
、
か
か
る
匈
奴
南
単
于
の
四
夷
か
ら
の
分
離
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
歴
史
的

背
景
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

後
漢
末
以
来
、
匈
奴
南
単
于
の
立
場
は
、
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、『
三
国
志
』
巻
一
、
武
帝
紀
、
初
平
三
（
１
９
２
）
年
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春
条
裴
松
之
注
所
引
『
魏
書
』
に
、

於
夫
羅
者
、
南
單
于
子
也
。
中
平
中
、
發
匈
奴
兵
、
於
夫
羅
率
以
助
漢
。
會
本
國
反
、
殺
南
單
于
。
於
夫
羅
遂
將
其
衆
留
中
國
。

因
天
下
撓
亂
、
與
西
河
白
波
賊
合
、
破
太
原
・
河
内
、
抄
略
諸
郡
爲
寇
。

於
夫
羅
は
、
南
單
于
の
子
な
り
。
中
平
中
、
匈
奴
兵
を
發
し
、
於
夫
羅
、
率
い
て
以
て
漢
を
助
く
。
會
〻
本
國
、
反
き
、
南
單
于

を
殺
す
。
於
夫
羅
、
遂
に
其
の
衆
を
將
い
て
中
國
に
留
む
。
天
下
の
撓
亂
す
る
に
因
り
、
西
河
の
白
波
賊
と
合
し
、
太
原
・
河
内

を
破
り
、
諸
郡
を
抄
略
し
て
寇
を
爲
す
。

と
あ
る
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
南
単
于
の
子
で
あ
る
於
夫
羅
が
後
漢
の
た
め
に
遠
征
し
て
い
た
時
、
本
国
で
反
乱
が
起
き

て
南
単
于
が
殺
害
さ
れ
、
於
夫
羅
は
帰
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
周
知
の
通
り
南
匈
奴
は
後
漢
に
内
附
し
て
よ
り
、
主
に
後
漢
の

領
域
内
に
分
布
し
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る
「
中
国
」
の
語
は
、
中
原
程
度
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
後
漢
書
』
列
伝
七
九
、
南
匈
奴
列
伝
は
、
少
し
異
な
る
話
を
載
せ
る
。
即
ち
、

單
于
羌
渠
、
光
和
二
年
立
。
中
平
四
年
、
前
中
山
太
守
張
純
反
畔
、
遂
率
鮮
卑
寇
邊
郡
。
靈
帝
詔
發
南
匈
奴
兵
、
配
幽
州
牧
劉
虞

討
之
。
單
于
遣
左
賢
王
將
騎
詣
幽
州
。
國
人
恐
單
于
發
兵
無
已
、
五
年
、
右
部
䤈
落
與
休
著
各
胡
・
白
馬
銅
等
十
餘
萬
人
反
、
攻

殺
單
于
。
單
于
羌
渠
立
十
年
、
子
右
賢
王
於
扶
羅
立
。
持
至
尸
逐
侯
單
于
於
扶
羅
、
中
平
五
年
立
。
國
人
殺
其
父
者
遂
畔
、
共
立

須
卜
骨
都
侯
爲
單
于
、
而
於
扶
羅
詣
闕
自
訟
。
會
靈
帝
崩
、
天
下
大
亂
、
單
于
將
數
千
騎
與
白
波
賊
合
兵
寇
河
内
諸
郡
。
時
民
皆

保
聚
、
鈔
掠
無
利
、
而
兵
遂
挫
傷
。
復
欲
歸
國
、
國
人
不
受
、
乃
止
河
東
。
須
卜
骨
都
侯
爲
單
于
一
年
而
死
、
南
庭
遂
虛
其
位
、
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以
老
王
行
國
事
。

單
于
羌
渠
、
光
和
二
（
１
７
９
）
年
に
立
つ
。
中
平
四
（
１
８
７
）
年
、
前
の
中
山
太
守
の
張
純
、
反
畔
し
、
遂
に
鮮
卑
を
率
い
て
邊

郡
を
寇
す
。
靈
帝
、
詔
し
て
南
匈
奴
の
兵
を
發
し
、
幽
州
牧
の
劉
虞
に
配
し
て
之
を
討
た
し
む
。
單
于
、
左
賢
王
を
遣
わ
し
て
騎

を
將
い
て
幽
州
に
詣
ら
し
む
。
國
人
、
單
于
の
發
兵
已
む
無
き
を
恐
れ
、（
中
平
）
五
（
１
８
８
）
年
、
右
部
䤈
落
と
休
著
各
胡
・
白

馬
銅
等
十
餘
萬
人
と
反
し
、
攻
め
て
單
于
を
殺
す
。
單
于
羌
渠
、
立
つ
こ
と
十
年
、
子
の
右
賢
王
の
於
扶
羅
、
立
つ
。
持
至
尸
逐

侯
單
于
於
扶
羅
、
中
平
五
年
に
立
つ
。
國
人
の
其
の
父
を
殺
す
者
は
遂
に
畔
し
、
共
に
須
卜
骨
都
侯
を
立
て
て
單
于
と
爲
し
、
而

し
て
於
扶
羅
、
闕
に
詣
り
て
自
ら
訟
す
。
會
〻
靈
帝
、
崩
じ
、
天
下
大
亂
す
れ
ば
、
單
于
、
數
千
騎
を
將
い
て
白
波
賊
と
合
し
て

河
内
の
諸
郡
を
兵
寇
す
。
時
に
民
は
皆
な
聚
を
保
ち
、
鈔
掠
、
利
無
く
、
而
し
て
兵
、
遂
に
挫
傷
す
。
復
た
國
に
歸
ら
ん
と
欲
す

も
、
國
人
、
受
け
ず
、
乃
ち
河
東
に
止
ま
る
。
須
卜
骨
都
侯
、
單
于
と
爲
り
て
一
年
し
て
死
し
、
南
庭
、
遂
に
其
の
位
を
虛
に
し
、

老
王
を
以
て
國
事
を
行
う
。

と
あ
っ
て
、
於
夫
羅
の
父
の
羌
渠
単
于
が
、
国
人
の
反
発
を
受
け
て
殺
害
さ
れ
、
そ
の
子
の
於
夫
羅
に
対
し
て
も
一
部
国
人
は
付
き
従

わ
ず
、
却
っ
て
須
卜
骨
都
侯
を
単
于
に
擁
立
し
対
立
、
そ
の
死
後
は
単
于
す
ら
置
か
ず
、
老
王
に
よ
っ
て
統
治
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
前
掲
『
魏
書
』
の
記
述
と
は
細
部
で
異
な
る
も
の
の
、『
後
漢
書
』
の
記
述
は
よ
り
具
体
的
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
ど
ち
ら

を
是
と
す
る
か
は
兎
も
角
、
右
に
引
い
た
『
魏
書
』
と
『
後
漢
書
』
か
ら
は
―
若
干
の
事
実
の
食
い
違
い
が
あ
る
も
の
の
―
、
以
下
の

点
が
読
み
取
れ
よ
う
。
即
ち
、
於
夫
羅
の
活
動
時
期
前
後
に
、
匈
奴
南
単
于
と
匈
奴
の
部
衆
の
対
立
は
頂
点
に
達
し
、
匈
奴
南
単
于
と

匈
奴
本
国
と
が
一
旦
分
離
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
匈
奴
南
単
于
を
継
い
だ
の
は
、
於
夫
羅
の
弟
の
呼
廚
泉
で
あ
っ
た
。『
後
漢
書
』
列
伝
七
九
、
南
匈
奴
列
伝
に
、
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單
于
於
扶
羅
立
七
年
死
、
弟
呼
廚
泉
立
。
單
于
呼
廚
泉
、
興
平
二
年
立
。
以
兄
被
逐
、
不
得
歸
國
、
數
爲
鮮
卑
所
鈔
。
建
安
元
年
、

獻
帝
自
長
安
東
歸
、
右
賢
王
去
卑
與
白
波
賊
帥
韓
暹
等
侍
衞
天
子
、
拒
擊
李

・
郭
汜
。
及
車
駕
還
洛
陽
、
又
徙
遷
許
、
然
後
歸

國
。

單
于
於
扶
羅
、
立
つ
こ
と
七
年
に
し
て
死
し
、
弟
の
呼
廚
泉
、
立
つ
。
單
于
呼
廚
泉
、
興
平
二
（
１
９
５
）
年
に
立
つ
。
兄
の
逐
わ

る
る
を
以
て
、
歸
國
す
る
を
得
ず
、
數
〻
鮮
卑
の
鈔
す
る
所
と
爲
る
。
建
安
元
（
１
９
６
）
年
、
獻
帝
、
長
安
よ
り
東
歸
し
、
右
賢

王
の
去
卑
、
白
波
賊
帥
の
韓
暹
等
と
天
子
を
侍
衞
し
、
李

・
郭
汜
を
拒
擊
す
。
車
駕
、
洛
陽
に
還
る
に
及
び
、
又
た
許
に
徙
遷

し
、
然
る
後
に
歸
國
す
。

と
あ
り
、
後
漢
の
献
帝
が
許
に
遷
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
匈
奴
本
国
に
帰
国
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
再
び
匈
奴
南
単
于
と
匈

奴
本
国
は
合
流
す
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
永
続
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。『
三
国
志
』
巻
一
、
武
帝
紀
、
建
安
二
十
一

（
２
１
６
）
年
七
月
条
を
見
て
み
る
と
、

匈
奴
南
單
于
呼
廚
泉
將
其
名
王
來
朝
。
待
以
客
禮
、
遂
留
魏
、
使
右
賢
王
去
卑
監
其
國
。

匈
奴
南
單
于
の
呼
廚
泉
、
其
の
名
王
を
將
い
て
來
朝
す
。
待
す
る
に
客
禮
を
以
て
し
、
遂
に
魏
に
留
め
、
右
賢
王
の
去
卑
を
し
て

其
の
國
を
監
せ
し
む
。

と
あ
っ
て
、
呼
廚
泉
が

に
留
め
置
か
れ
、
匈
奴
本
国
へ
は
右
賢
王
の
去
卑
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
事
を
知
る
。
つ
ま
り
、
匈
奴
南
単
于

た
る
呼
廚
泉
は
本
国
を
離
れ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
再
び
、
匈
奴
南
単
于
と
匈
奴
本
国
と
は
分
離
す
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
、



立命館東洋史學　第 45號

148

匈
奴
南
単
于
と
匈
奴
の
民
衆
と
の
関
係
は
、
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い⑫

。
そ
の
一
方
で
、
既
に

見
た
西
晋
の
元
会
儀
礼
中
の
位
置
づ
け
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
匈
奴
南
単
于
は
西
晋
皇
帝
と
百
官
の
君
臣
関
係
確
認
儀
礼
の
中
に
組
み

込
ま
れ
、（
二
者
択
一
的
に
言
え
ば
）
四
夷
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
百
官
に
相
当
す
る
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
右

に
見
た
『
三
国
志
』
に
お
い
て
、
呼
廚
泉
を
「
客
禮
」
で
待
遇
し
て
い
る
点
と
も
相
違
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
明
ら
か
に
後

漢
末
期
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
、
匈
奴
南
単
于
の
中
国
王
朝
に
お
け
る
儀
礼
上
の
位
置
付
け
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
事
に
よ
り
、
後
漢
末
以
来
、
匈
奴
南
単
于
は
徐
々
に
匈
奴
の
民
衆
と
乖
離
し
、
且
つ
中
国
王
朝
に
お
け

る
儀
礼
上
で
は
四
夷
か
ら
分
離
し
て
い
っ
て
い
る
事
が
見
て
取
れ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
匈
奴
南
単
于
は
徐
々
に
四
夷
の
君
長
と
し
て

の
実
質
を
持
た
な
く
な
り
、
却
っ
て
中
国
王
朝
に
お
け
る
百
官
に
近
し
い
位
置
づ
け
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
予
測
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
匈
奴
南
単
于
の
四
夷
と
は
異
な
る
と
い
う
位
置
づ
け
は
、「
咸
寧
儀
注
」
か
ら
ど
こ
ま
で
遡
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

章
を
改
め
て
、
西
晋
以
前
に
お
い
て
、
四
夷
の
君
長
か
ら
匈
奴
単
于
が
切
り
離
さ
れ
る
予
兆
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い⑬

。

三
、
魏
晋
王
朝
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
の
位
置
づ
け

西
晋
建
国
よ
り
更
に
遡
る
漢
魏
革
命
に
お
い
て
、
既
に
匈
奴
南
単
于
が
他
の
四
夷
と
区
別
さ
れ
て
い
る
事
を
察
せ
し
め
る
史
料
が
あ

る
。
そ
れ
が
漢
魏
革
命
を
勧
進
す
る
「
上
尊
号
碑⑭

」
で
あ
る
。

「
上
尊
号
碑
」
に
は
曹
丕
即
位
を
求
め
る
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、そ
こ
に
「
匈
奴
南
単
于
臣
泉
」
の
名
が
見
え
る
。
彼
は

言
う
ま
で
も
な
く
匈
奴
南
単
于
の
呼
廚
泉
で
あ
っ
て
、「
上
尊
号
碑
」
に
お
い
て
は
前
後
左
右
将
軍
と
九
卿
の
間
に
名
を
記
さ
れ
て
い



西晋における単于―元会儀礼における匈奴南単于の位置づけを中心に―　小野　響

149

る
。
こ
れ
を
「
お
客
さ
ん⑮

」
と
見
做
す
事
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
お
客
さ
ん
」
を
官
僚
秩
序
内
に

序
列
づ
け
る
と
い
う
行
為
は
、
匈
奴
南
単
于
の
在
り
方
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
漢
魏
革
命
の
時
に
お
い
て
も
、『
三
国
志
』
巻
二
、
文
帝
紀
、
黄
初
元
（
２
２
０
）
年
十
月
条
裴
松
之
注
引
『
献
帝
伝
』
に
、

辛
未
、
魏
王
登
壇
受
禪
、
公
卿
・
列
侯
・
諸
將
・
匈
奴
單
于
・
四
夷
朝
者
數
萬
人
陪
位
、
燎
祭
天
地
・
五
嶽
・
四
瀆
。

辛
未
、
魏
王
、
登
壇
し
て
受
禪
し
、
公
卿
・
列
侯
・
諸
將
・
匈
奴
單
于
・
四
夷
の
朝
す
る
者
數
萬
人
、
陪
位
し
、
天
地
・
五
嶽
・

四
瀆
を
燎
祭
す
。

と
あ
っ
て
、
や
は
り
匈
奴
単
于
が
四
夷
と
区
別
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
事
を
見
る
。
こ
れ
を
、
匈
奴
単
于
が
別
格
で
あ
っ
て
、「
四

夷
」
の
頂
点
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
事
を
表
象
し
て
い
る
と
見
做
す
見
解
も
あ
る
が⑯

、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
即
し
て
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。「
上
尊
号
碑
」
に
せ
よ
『
献
帝
伝
』
に
せ
よ
、
こ
こ
に
見
え
る
記
述

は
、「
四
夷
」
と
匈
奴
単
于
と
が
分
離
し
て
い
く
過
程
が
大
凡
漢
魏
交
代
期
に
あ
っ
た
事
を
示
唆
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
既
に
引
い
た
『
三
国
志
』
巻
一
、
武
帝
紀
、
建
安
二
十
一
（
２
１
６
）
年
七
月
条
で
は
、
匈
奴
南
単
于
呼
廚
泉
は
「
客
禮
」
待
遇
で

あ
る
が
、
漢
魏
革
命
時
の
「
上
尊
号
碑
」
で
は
百
官
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
徐
々
に
中
国
王
朝
の
秩
序
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
事
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る⑰

。

し
か
し
、
曹
魏
に
お
い
て
、
な
お
匈
奴
南
単
于
は
、
夷
狄
の
君
主
と
し
て
の
待
遇
―
乃
至
認
識
―
を
与
え
ら
れ
る
事
も
あ
っ
た
。『
三

国
志
』
巻
四
八
、
孫
皓
伝
、
甘
露
元
（
２
６
５
）
年
三
月
条
裴
松
之
注
引
干
宝
『
晋
紀
』
に
、
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晉
文
王
饗
之
、
百
寮
畢
會
、
使
儐
者
告
曰
「
某
者
安
樂
公
也
。
某
者
匈
奴
單
于
也
。」
陟
曰
「
西
主
失
土
、
爲
君
王
所
禮
、
位
同
三

代
、
莫
不
感
義
。
匈
奴
邊
塞
難
羈
之
國
、
君
王
懷
之
、
親
在
坐
席
、
此
誠
威
恩
遠
著
。」

晉
文
王
、
之
（
紀
陟
）
を
饗
し
、
百
寮
、
會
し
畢
わ
る
に
、
儐
者
を
し
て
告
げ
し
め
て
曰
く
「
某
は
安
樂
公
な
り
。
某
は
匈
奴
單
于

な
り
」
と
、（
紀
）
陟
、
曰
く
「
西
主
、
土
を
失
し
、
君
王
の
禮
す
る
所
と
爲
り
、
位
、
三
代
に
同
じ
け
れ
ば
、
義
に
感
ぜ
ざ
る
莫

し
。
匈
奴
、
邊
塞
難
羈
の
國
、
君
王
、
之
を
懷
し
、
親
し
く
坐
席
に
在
れ
ば
、
此
れ
誠
に
威
恩
、
遠
く
に
著
わ
れ
り
」
と
。

と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
蜀
漢
後
主
と
匈
奴
南
単
于
と
が
、
共
に
司
馬
昭
主
催
の
孫
呉
の
使
者
の
紀
陟
を
も
て
な
す
宴
会
に
参
加
し
て
お

り
、
こ
こ
で
は
匈
奴
南
単
于
は
な
お
「
邊
塞
難
羈
之
國
」
の
代
表
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
て
い
る
事
を
知
る
。
曹
魏
と
孫
呉
と
の
関

係
を
考
え
れ
ば
、
斯
く
蜀
漢
後
主
と
匈
奴
南
単
于
を
並
べ
て
宴
席
に
参
加
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
曹
魏
の
―
実
質
的
に
は
司
馬
昭
の
―

権
勢
を
印
象
付
け
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
干
宝
『
晋
紀
』
か
ら
、
曹
魏
建
国
の
際
に
は
既
に
四
夷
と
分
離
し
つ
つ
あ
っ
た
匈
奴
南
単
于
で
あ
っ
て
も
、
曹
魏
（
乃
至
司
馬
昭
）

の
勢
力
が
盛
ん
な
様
子
を
見
せ
つ
け
た
い
状
況
に
お
い
て
は
、
な
お
「
邊
塞
難
羈
之
國
」
の
代
表
と
し
て
遇
さ
れ
、
政
治
的
に
利
用
さ

れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
匈
奴
南
単
于
の
立
場
は
あ
る
程
度
可
変
的
で
あ
っ
た
事
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
西
晋
の
「
咸
寧
儀
注
」
に
至
っ
て
、
匈
奴
南
単
于
が
儀
礼
上
で
は
百
官
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
事
に
鑑
み
れ
ば
、
漢
魏
革
命
以
来
、
匈
奴
南
単
于
の
地
位
は
、
徐
々
に
四
夷
の
君
長
の
側
か
ら
百
官
の
側
へ
と
移
っ
て
い
っ
た

と
理
解
し
て
良
い
だ
ろ
う⑱

。
そ
の
変
遷
過
程
の
中
途
に
あ
る
右
掲
『
晋
紀
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
百
官
に
近
づ
い
て
い
く
匈
奴
南
単
于

で
あ
っ
て
も
、
政
治
的
な
要
請
に
よ
っ
て
は
、
な
お
「
邊
塞
難
羈
之
國
」
の
代
表
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
得
ら
れ
た
事
を
示
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
期
に
よ
っ
て
、
匈
奴
南
単
于
は
「
夷
狄
の
君
長
」
と
「
百
官
」
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
た
事
に
な
る
。
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次
章
で
は
、
か
か
る
二
面
性
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

四
、
匈
奴
南
単
于
の
持
つ
二
面
性

無
論
、
匈
奴
南
単
于
と
は
匈
奴
の
君
長
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
夷
狄
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
於
夫
羅
以
降
の
匈
奴
南
単
于
は
、
し
ば
し
ば
匈
奴
本
国
と
分
離
し
、
呼
廚
泉
に
至
っ
て
は
中
国
王
朝
に
抑
留
さ
れ
た
。
た
め

に
、
匈
奴
南
単
于
は
徐
々
に
匈
奴
の
君
長
と
し
て
の
実
質
を
な
く
し
て
い
く
。

儒
教
的
理
念
に
お
い
て
夷
狄
が
中
国
に
朝
貢
す
る
事
は
、
中
国
皇
帝
の
徳
を
喧
伝
す
る
意
味
を
持
つ
と
観
念
さ
れ
る
。
か
か
る
意
味

合
い
に
お
い
て
匈
奴
南
単
于
が
利
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
三
国
志
』
巻
二
、
文
帝
紀
、
黄
初
元
（
２
２
０
）
年
十
一
月
条

の
、

更
授
匈
奴
南
單
于
呼
廚
泉
魏
璽
綬
、
賜
青
蓋
車
・
乘
輿
・
寶
劍
・
玉
玦
。

更
め
て
匈
奴
南
單
于
呼
廚
泉
に
魏
の
璽
綬
を
授
け
、
青
蓋
車
・
乘
輿
・
寶
劍
・
玉
玦
を
賜
う
。

が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
呼
廚
泉
が
持
っ
て
い
た
後
漢
の
璽
綬
を
、
曹
魏
の
も
の
に
変
更
し
て
い
る
。
璽
綬
の
更
新
は
、
匈
奴
南

単
于
と
し
て
後
漢
よ
り
受
け
て
い
た
待
遇
を
、
曹
魏
に
お
い
て
も
保
証
す
る
事
を
意
味
す
る
。
斯
様
な
保
証
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
匈

奴
南
単
于
の
持
つ
政
治
的
利
用
価
値
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
匈
奴
南
単
于
が
期
待
さ
れ
て
い
た
事
は
、「
夷
狄
の
君
長
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
諸
侯
王
に
許
さ
れ
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る
青
蓋
車
を
、
呼
廚
泉
が
給
わ
っ
て
い
る
事
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る⑲

。
こ
れ
は
前
漢
宣
帝
期
に
、
匈
奴
南
単
于
を
客
礼
で
諸
侯
王
よ
り
上

位
に
位
置
づ
け
た
以
来
の
流
れ
を
汲
む
処
遇
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る⑳

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
曹
魏
は
漢
に
等
し
い
徳
を
持
つ
と
い
う
事

が
―
理
念
的
に
―
標
榜
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
も
は
や
夷
狄
の
君
長
と
し
て
の
実
質
を
持
た
な
く
な
っ
た
匈
奴
南
単
于
は
、
百
官
と
共
に
行
動
す
る
事
も
あ
っ
た
。

そ
の
代
表
が
先
に
も
触
れ
た
「
上
尊
号
碑
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
呼
廚
泉
は
「
匈
奴
南
単
于
臣
泉
」
と
し
て
、
前
後
左
右
将
軍
と
九
卿
の

間
に
そ
の
名
を
刻
み
、
曹
丕
に
即
位
を
勧
進
し
て
い
る
事
は
既
に
見
た
。
こ
こ
に
、
曹
魏
建
国
前
後
に
お
け
る
匈
奴
南
単
于
の
二
面
性

が
如
実
に
表
れ
て
い
よ
う
。

渡
邉
義
浩
氏
は
、
匈
奴
南
単
于
呼
廚
泉
の
「
上
尊
号
碑
」
へ
の
登
場
を
、「
異
民
族
の
朝
貢
を
天
子
の
徳
を
証
明
す
る
重
要
な
手
段
」

と
し
た
具
体
例
の
一
つ
と
す
る㉑

。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
来
諸
侯
王
に
比
す
る
格
を
有
す
る
匈
奴
南
単
于
が
、
前
後
左
右

将
軍
と
九
卿
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。「
上
尊
号
碑
」
に
現
れ
た
匈
奴
南
単
于
は
、明
ら
か
に
夷
狄
の
君

長
と
し
て
で
は
な
い
位
置
づ
け
―
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
匈
奴
南
単
于
と
は
異
な
る
位
置
付
け
―
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
し
た
方
が

良
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
斯
様
に
理
解
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
前
後
左
右
将
軍
と
九
卿
の
間
と
い
う
の
は
、
極
め
て
中
途
半
端
で
あ
る
。
匈
奴
南
単
于
が

本
来
持
つ
は
ず
の
諸
侯
王
に
比
す
る
格
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
署
名
の
位
置
は
低
す
ぎ
る
し
、
単
に
夷
狄
と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、

何
故
、
九
卿
の
上
に
な
る
の
か
。
や
は
り
、
後
漢
の
―
乃
至
新
王
朝
た
る
曹
魏
の
―
百
官
秩
序
の
中
で
、
然
る
べ
き
席
次
を
新
た
に
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
単
な
る
諸
侯
王
格
の
待
遇
に
止
ま
ら
な
い
、
匈
奴
南
単
于
の
処
遇
の
幅
が
看
取
さ
れ
る
。
本
稿
で

述
べ
た
如
き
夷
狄
と
百
官
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
匈
奴
南
単
于
を
、
何
如
に
処
遇
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
、
か
か
る
幅
の
存

在
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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と
も
あ
れ
、
官
僚
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
匈
奴
南
単
于
は
「
官
僚
化㉒

」
し
て
き
て
い
る
と
言
っ
て

良
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た
如
く
、
匈
奴
南
単
于
が
四
夷
の
君
長
と
し
て
の
実
質
を
失
っ
た
事
が
あ
る
。

で
は
、「
咸
寧
儀
注
」
に
お
い
て
―
換
言
す
れ
ば
、
西
晋
の
元
会
儀
礼
に
お
い
て
―
匈
奴
南
単
于
が
夷
狄
で
は
な
く
百
官
に
相
当
す
る

場
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
元
会
儀
礼
に
お
け
る
夷
狄
が
、
あ
く
ま
で
も
理
念
上
の

存
在
で
あ
っ
て
、
民
族
的
出
自
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
事
を
意
味
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

元
会
儀
礼
は
、
天
下
を
治
め
る
中
国
君
主
を
慕
う
夷
狄
を
視
覚
的
に
演
出
す
る
効
果
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
集

う
夷
狄
の
君
長
は
―
極
端
に
言
え
ば
―
紛
れ
も
な
く
「
中
華
と
大
き
く
異
な
る
野
蛮
な
夷
狄
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
「
野
蛮
」
―
こ
こ
に
お
け
る
「
野
蛮
」
と
は
、
儒
教
的
価
値
観
か
ら
の
判
断
で
あ
る
点
は
言
う
ま
で
も
な
い
―
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
皇
帝
の
徳
が
遠
く
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
表
象
す
る
。
し
か
し
、
長
ら
く
中
原
王
朝
の
首
都
乃
至
重
要
拠
点
に
起
居
し
て
お
り
、
時

に
は
百
官
と
行
動
を
共
に
す
る
事
も
あ
っ
た
匈
奴
南
単
于
で
は
、
か
か
る
役
割
が
担
い
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
、
儀

礼
空
間
に
お
け
る
夷
狄
の
役
割
を
担
う
事
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
で
き
な
い
も
の
は
、
そ
の
血
統
的
な
出

自
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
夷
狄
と
は
―
儀
礼
上
―
遇
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る㉓

。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
匈
奴
南
単
于
が
夷
狄
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
事
は
、
西
晋
の
咸
寧
年
間
に
お

い
て
、
も
は
や
匈
奴
南
単
于
は
理
念
上
に
お
い
て
夷
狄
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
た
事
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

匈
奴
南
単
于
の
中
国
王
朝
に
お
け
る
「
官
僚
化
」
が
進
展
し
て
い
っ
た
事
と
表
裏
を
な
す
。
そ
こ
に
は
血
統
的
出
自
よ
り
も
、
王
朝
に

お
け
る
立
場
等
が
、
そ
の
処
遇
に
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
い
う
点
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
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お
わ
り
に

本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
後
漢
末
期
よ
り
、
単
于
と
い
う
称
号
が
匈
奴
的
な
運
用
法
を
離
れ
、
極
め
て
後
漢
的
な
理

屈
の
下
で
運
用
さ
れ
て
き
た
事
を
指
摘
し
た㉔

。
そ
し
て
、
時
代
が
降
っ
た
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
い
て
、
単
于
は
君
主
号
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
胡
族
管
理
を
行
う
官
僚
の
如
き
役
割
を
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た㉕

。
西
晋
の
儀
礼
上
に
お
け
る
単
于
の
「
官

僚
化
」
は
、
か
か
る
単
于
の
持
つ
性
格
の
変
化
に
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
来
、
匈
奴
の
も
の
で
あ
っ
た

単
于
は
、
中
国
王
朝
的
な
運
用
方
法
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
過
程
で
官
僚
的
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五

胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
単
于
の
在
り
方
を
踏
ま
え
れ
ば
、
魏
晋
時
代
に
お
け
る
斯
様
な
単
于
の
変
化
は
、
後
の
時
代
に
ま
で
繋
が
っ

て
い
っ
た
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
結
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
五
胡
諸
国
の
単
于
と
の

比
較
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
後
考
を
期
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
注
①
拙
稿
で
は
、
与
え
ら
れ
る
単
于
が
官
的
な
も
の
か
、
将
又
爵
的
な
も
の
か
決
し
難
い
と
し
て
い
た
が
（
一
〇
五

‒

一
〇
六
頁
）、
本
稿
で
述
べ
た
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、
官
僚
秩
序
の
中
に
序
列
を
有
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
単
于
は
官
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
匈
奴
は
も
と
も
と
四
夷
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
指
導
者
た
る
単
于

は
徐
々
に
四
夷
か
ら
離
れ
、
中
国
王
朝
の
百
官
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
単
于
が
再
び
匈
奴
ら
四

夷
を
率
い
る
に
は
、
劉
淵
の
大
単
于
即
位
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い㉖

。

斯
様
な
漢
魏
晋
期
に
お
け
る
君
長
号
の
変
質
は
、
匈
奴
南
単
于
以
外
の
夷
狄
の
君
長
号
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
羌
や
氐
等
を
見
る

ま
で
も
な
く
、
後
漢
の
領
域
内
に
居
住
し
て
い
た
夷
狄
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
、
匈
奴
南
単
于
の
み
が
、

か
か
る
特
殊
な
待
遇
を
得
た
の
か
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
現
時
点
に
お
け
る
筆
者
の
臆
断
を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
匈
奴
は
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前
漢
建
国
以
来
、
極
め
て
強
大
な
「
敵
国
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
上
の
記
憶
は
、
勢
力
が
弱
体
化
し
た
後
の
匈
奴
に
も
、
な
お
一
種

の
存
在
感
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
た
め
に
、
匈
奴
南
単
于
の
持
つ
政
治
的
価
値
は
、
そ
の
現
実
に
持
っ
て
い
る
力
と
関
わ
ら
な
い
所
に

も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
め
に
、
匈
奴
南
単
于
だ
け
が
特
に
四
夷
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
特
殊
な
待
遇
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
附
記
一
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費JP20J01878

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
附
記
二
】
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
八
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
、
中
国
社
会
科
学
院
に
よ
る
中
国
社
会
科
学
論
壇
（
二
〇
二
一
年
、
歴
史
）

「
中
国
中
古
制
度
・
礼
議
与
西
秦
生
活
国
際
学
術
検
討
会
」
で
報
告
し
た
「
西
晋
的
単
于

―
以
元
会
儀
礼
中
匈
奴
南
単
于
的
位
置
為
中

心
」（
オ
ン
ラ
イ
ン
報
告
）
が
基
と
な
っ
て
い
る
。
席
上
で
様
々
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、

本
稿
の
中
国
語
要
旨
は
、
右
報
告
の
際
に
、
陳
志
遠
氏
（
中
国
社
会
科
学
院
助
理
研
究
員
）
を
煩
わ
し
て
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
基
と
し
て
い

る
。
転
用
を
快
く
許
諾
し
て
く
れ
た
陳
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

注
①　

小
野
響
「
烏
桓
に
お
け
る
単
于
の
導
入
―
三
郡
烏
桓
王
権
の
変
化
と
非
漢
族
へ
の
単
于
授
与
―
」（『
立
命
館
東
洋
史
学
』
四
三
、二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

②　
『
後
漢
書
』
列
伝
七
九
、
南
匈
奴
列
伝
に
記
録
さ
れ
る
匈
奴
南
単
于
は
呼
廚
泉
が
最
後
で
あ
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
概
ね
そ
の
考
え
は
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
林
幹
『
匈
奴
史
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
「
匈
奴
単
于
世
系
表
」（
二
四
九
〜
二
五
二
頁
所
携
）
は
、
呼
廚
泉
以
降
の
匈

奴
南
単
于
の
名
を
記
し
て
い
な
い
。
ま
た
、沢
田
勲
『
匈
奴　

古
代
遊
牧
国
家
の
興
亡　

新
訂
版
』（
東
方
書
店
、二
〇
一
五
年
、初
版
一
九
九
六
年
）
も
、

同
じ
く
呼
廚
泉
を
最
後
の
匈
奴
南
単
于
に
数
え
て
い
る
。

③　

但
し
、
魏
晋
期
の
匈
奴
南
単
于
が
一
切
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
内
田
吟
風
「
魏
晋
時
代
の
五
部
匈
奴
」（
同
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究　
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匈
奴
篇
』
同
朋
舎
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
三
四
年
）
は
、
八
王
の
乱
の
際
に
、
劉
淵
が
成
都
王
司
馬
頴
よ
り
北
単
于
を
与
え
ら
れ
た
事
に
つ
い
て
、

「
と
り
も
な
お
さ
ず
南
単
于
が
西
晉
末
、
五
胡
乱
発
生
時
代
ま
で
も
、
な
お
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
物
語
る
」（
二
七
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
内
田
氏
も
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
く
、
具
体
的
に
西
晋
時
期
の
匈
奴
南
単
于
が
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

④　

後
掲
『
宋
書
』
礼
志
に
見
え
る
如
く
、「
咸
寧
儀
注
」
と
は
、
史
料
の
記
述
に
即
し
て
厳
密
に
言
え
ば
、
西
晋
武
帝
の
咸
寧
年
間
に
制
定
さ
れ
た
「
元
會

注
」
で
あ
り
、
劉
宋
代
に
お
け
る
「
咸
寧
注
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
便
宜
的
に
「
咸
寧
儀
注
」
と
呼
称
す
る
。

⑤　
『
宋
書
』・『
晋
書
』・『
通
典
』
は
何
れ
も
中
華
書
局
標
点
本
を
使
用
し
、『
宋
書
』
に
つ
い
て
は
修
訂
本
（
二
〇
一
九
年
刊
）
を
用
い
た
。
な
お
、
句
読

に
つ
い
て
は
小
野
が
改
め
た
場
合
が
あ
る
。

⑥　

引
用
部
分
を
見
れ
ば
分
か
る
通
り
、『
宋
書
』
の
記
事
に
は
脱
誤
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
以
下
の
行
論
に
お
い
て
、
式
次
第
に
言
及
す
る
場
合
、
適
宜

『
晋
書
』
や
『
通
典
』
か
ら
も
補
う
。
三
書
の
異
同
に
つ
い
て
は
別
添
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦　

侯
旭
東
「
天
下
秩
序
、
八
王
之
乱
与
劉
淵
起
兵
―
一
個
「
辺
縁
人
」
的
成
長
史
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
二
一
年
第
八
期
、
一
九
頁
）
参
照
。

⑧　
「
匈
奴
南
単
于
子
」
と
い
う
記
述
を
、文
字
通
り
「
匈
奴
南
単
于
の
子
」
と
解
釈
す
る
研
究
も
あ
る
。
例
え
ば
、陳
戌
国
『
魏
晋
南
北
朝
礼
制
研
究
』（
湖

南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
は
、「
伝
統
的
に
、
匈
奴
単
于
は
諸
侯
王
よ
り
格
上
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
子
が
来
れ
ば
諸
侯
王
よ
り
下
で
も
問
題

は
な
い
。
従
っ
て
『
宋
書
』
と
『
晋
書
』『
通
典
』
を
引
き
比
べ
れ
ば
、『
宋
書
』
の
「
匈
奴
南
単
于
子
」
が
正
し
い
」（
拙
訳
、一
七
三
頁
）
と
す
る
。
し

か
し
、
本
論
で
述
べ
た
如
く
、
こ
の
解
釈
に
は
従
い
難
い
。
原
則
的
に
は
匈
奴
南
単
于
が
元
会
儀
礼
に
参
加
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑨　

特
に
『
宋
書
』
と
『
晋
書
』
よ
り
後
に
成
立
し
て
い
る
『
通
典
』
が
、
成
立
年
代
の
早
い
『
宋
書
』
で
は
な
く
、
却
っ
て
『
晋
書
』
の
記
述
を
襲
っ
て

い
る
点
は
、「
匈
奴
南
単
于
」
が
是
で
あ
る
と
す
る
私
見
を
間
接
的
に
支
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑩　

加
え
て
言
え
ば
、
こ
の
時
に
中
二
千
石
以
下
が
上
殿
を
許
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
見
れ
ば
、
百
官
の
中
で
も
高
い
格
式
を
有
し
て
い
る
側
に
匈
奴
南
単

于
が
属
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。

⑪　

渡
辺
信
一
郎
「
元
会
儀
礼
の
成
立
―
第
二
期
・
西
晋
〜
六
朝
末
」（
同
『
天
空
の
玉
座　

中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
）
参

照
。
引
用
部
分
は
一
九
一
頁
。

⑫　

曹
操
の
南
匈
奴
政
策
に
つ
い
て
は
、
町
田
隆
吉
「
二
・
三
世
紀
の
南
匈
奴
に
つ
い
て
―
『
晋
書
』
巻
一
〇
一
劉
元
海
載
記
解
釈
試
論
」（『
社
会
文
化
史
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学
』
一
三
、一
九
七
六
年
）
を
参
照
。

⑬　

な
お
、
例
え
ば
西
晋
建
国
時
点
に
お
い
て
、
南
郊
の
儀
礼
の
際
に
匈
奴
南
単
于
と
四
夷
と
が
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

 

　
　
『
晋
書
』
巻
三
、
武
帝
紀
、
泰
始
元
（
２
６
５
）
年
冬
十
二
月
丙
寅
条

 

　
　

設
壇
于
南
郊
、
百
僚
在
位
及
匈
奴
南
單
于
四
夷
會
者
數
萬
人
。

 

即
ち
、
少
な
く
と
も
西
晋
建
国
以
来
、
匈
奴
南
単
于
は
単
な
る
四
夷
の
一
つ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
事
が
推
知
さ
れ
る
。
本
稿
は
更
に
遡
っ
て
、
匈
奴
南

単
于
と
四
夷
の
分
離
の
端
緒
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑭　

本
稿
が
参
照
し
た
「
上
尊
号
碑
」
の
拓
本
写
真
と
録
文
は
、
三
国
時
代
の
出
土
文
字
資
料
班
『
魏
晋
石
刻
資
料
選
注
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

二
〇
〇
五
年
）
所
携
の
も
の
に
拠
っ
た
。

⑮　

井
波
陵
一
「
漢
か
ら
魏
へ
―
上
尊
号
碑
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
三
国
鼎
立
か
ら
統
一
へ
―
史
書
と
碑
文
を

あ
わ
せ
読
む
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
〇
八
頁
。

⑯　

伊
藤
光
成
「
魏
文
帝
の
国
際
秩
序
構
想
―
「
漢
代
の
国
際
秩
序
」
の
継
承
」（『
東
洋
学
報
』
一
〇
二

‒

三
、二
〇
二
〇
年
、二
一
一
頁
）
参
照
。
伊
藤
氏

の
見
解
で
は
「
公
卿
・
列
侯
・
諸
將
・
匈
奴
單
于
・
四
夷
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
中
で
、「
匈
奴
單
于
・
四
夷
」
の
二
つ
は
実
質
と
し
て
同
じ
四
夷
で
あ
り

な
が
ら
、
匈
奴
南
単
于
の
み
、
そ
の
特
別
さ
故
に
別
に
抜
き
出
し
て
書
か
れ
た
と
解
釈
す
る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
併
記
さ
れ
る
「
公
卿
・
列
侯
・

諸
將
」
と
の
対
比
で
考
え
れ
ば
、
匈
奴
南
単
于
が
特
異
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
賛
同
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
が
別
格
の
四
夷
で
あ
っ
て
、
四
夷
で
あ
り
な

が
ら
独
立
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
見
做
す
の
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
史
料
は
、
本
論
で
述
べ
た
如
く
四
夷
か
ら
分
離
し
て
き
た
匈
奴
南

単
于
が
、
四
夷
で
は
な
い
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
解
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑰　

な
お
、
夷
狄
で
あ
る
匈
奴
南
単
于
が
勧
進
に
名
を
連
ね
る
事
が
、
儒
教
的
な
価
値
観
か
ら
重
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
成
り
立
ち
得
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
本
稿
第
四
章
で
言
及
す
る
。

⑱　

附
言
し
て
お
く
と
、
曹
魏
の
元
会
儀
礼
に
お
い
て
匈
奴
南
単
于
が
何
如
に
遇
さ
れ
た
の
か
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
論
じ
得
な
い
。
梁
満
倉
『
魏
晋

南
北
朝
五
礼
制
度
考
論
』（
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
曹
魏
は
元
会
儀
礼
を
日
食
で
取
り
止
め
な
か
っ
た
が
、
西
晋
以
降
は
日
食
そ
の
他
の

理
由
で
し
ば
し
ば
元
会
儀
礼
を
中
止
乃
至
規
模
を
縮
小
し
て
実
施
し
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
お
り
（
三
三
三
〜
三
四
三
頁
）、曹
魏
と
西
晋
の
間
に
制
度
的
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な
転
換
の
存
在
を
看
取
で
き
る
。
故
に
「
咸
寧
儀
注
」
で
匈
奴
南
単
于
が
元
会
儀
礼
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
安
易
に
曹
魏
に
遡
及
さ

せ
て
理
解
す
る
事
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

⑲　
『
続
漢
書
』
志
二
九
、
與
服
志
上
、
青
蓋
車

 

皇
太
子
・
皇
子
皆
安
車
、
朱
班
輪
、
青
蓋
、
金
華
蚤
、
黑
𣝛
文
、
畫
轓
文

、
金
塗
五
末
。
皇
子
爲
王
、
錫
以
乘
之
、
故
曰
王
青
蓋
車
。

⑳　
『
漢
書
』
巻
八
、
宣
帝
紀
、
甘
露
二
（
前
52
）
年
十
二
月
条

 

　
　

  

詔
曰
「
蓋
聞
五
帝
三
王
、
禮
所
不
施
、
不
及
以
政
。
今
匈
奴
單
于
稱
北
藩
臣
、
朝
正
月
、
朕
之
不
逮
、
德
不
能
弘
覆
。
其
以
客
禮
待
之
、
位
在
諸
侯

王
上
。」

 

　

な
お
、
後
漢
建
武
二
六
（
50
）
年
に
は
「
冠
帶
、
衣
裳
、
黃
金
璽
、
盭
緺
綬
、
安
車
羽
蓋
、
華
藻
駕
駟
、
寶
劒
弓
箭
、
黑
節
三
、

馬
二
、
黃
金
、
錦

繡
、
繒
布
萬
匹
、
絮
萬
斤
、
樂
器
鼓
車
、
棨
戟
甲
兵
、
飲
食
什
器
」
を
給
わ
っ
て
お
り
（『
後
漢
書
』
列
伝
七
九
、
南
匈
奴
列
伝
）、
そ
の
下
賜
品
は
必
ず

し
も
一
定
し
な
い
。
本
稿
が
「
流
れ
を
汲
む
処
遇
」
と
記
し
た
の
は
、
か
か
る
変
化
を
踏
ま
え
て
の
事
で
あ
る
。
匈
奴
南
単
于
に
対
す
る
漢
王
朝
の
礼
遇

何
如
に
つ
い
て
は
、
岡
安
勇
「
中
国
古
代
に
お
け
る
『
客
礼
』
の
礼
遇
形
式
―
匈
奴
呼
韓
邪
単
于
へ
の
礼
遇
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」（『
東
方
学
』

七
四
、一
九
八
七
年
）、保
科
季
子
「
漢
儒
の
外
交
構
想
―
「
夷
狄
不
臣
」
論
を
中
心
に
」（
夫
馬
進
編
『
中
国
東
ア
ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』
京
都
大
学

学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
等
を
参
照
。

㉑　

渡
邉
義
浩
「
曹
魏
の
異
民
族
政
策
」（
同
『
三
国
志
よ
り
み
た
邪
馬
台
国
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
五
年
、
引
用
は
同
書
一
〇
〇
頁
よ

り
）
参
照
。

㉒　

本
稿
で
言
う
「
官
僚
化
」
と
は
、
実
際
に
は
官
品
等
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
存
在
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
官
僚
並
に
扱
わ
れ
る
存
在
に
転
化
す

る
事
を
指
す
。
即
ち
、
そ
も
そ
も
匈
奴
南
單
于
と
は
、
漢
王
朝
に
お
け
る
外
臣
で
あ
っ
て
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
注
⑳
所
携
の
諸
論
文
を
参
照
）、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
中
国
王
朝
の
官
僚
と
並
列
に
並
べ
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
例
え
ば
咸
寧
儀
注
に
顕

著
な
よ
う
に
、
匈
奴
南
単
于
は
官
僚
と
同
列
の
存
在
と
し
て
記
録
さ
れ
、
儀
礼
中
の
振
る
舞
い
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
本
来
そ
の
よ
う
な
立
場
に
な
か
っ

た
も
の
が
、
あ
た
か
も
官
僚
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
を
、
本
稿
で
は
「
官
僚
化
」
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
、
明
確
に
官
僚
に
転
化
し
た
訳

で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
語
弊
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
差
し
当
た
り
斯
様
に
表
現
し
て
お
く
事
と
す
る
。
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㉓　

以
上
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、
呼
廚
泉
以
降
の
匈
奴
南
単
于
が
、
真
に
匈
奴
攣

氏
の
血
統
で
あ
っ
た
か
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。
本
来
、
単
于
に
即

位
で
き
る
の
は
攣

氏
だ
け
で
あ
る
が
、
劉
淵
ら
の
事
例
を
見
れ
ば
、
五
胡
十
六
国
時
代
直
前
の
頃
に
は
、
か
か
る
原
則
は
必
ず
し
も
順
守
さ
れ
る
も
の

で
な
か
っ
た
事
を
知
る
（
劉
淵
の
血
統
問
題
に
つ
い
て
は
、唐
長
孺
「
魏
晋
雑
胡
考
」（『
唐
長
孺
文
集
一　

魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
』
中
華
書
局
、二
〇
一
〇

年
、
初
版
一
九
五
五
年
）、
前
掲
町
田
隆
吉
「
二
・
三
世
紀
の
南
匈
奴
に
つ
い
て
―
「
晋
書
」
巻
一
〇
一
劉
元
海
載
記
解
釈
試
論
」、
片
桐
功
「
屠
各
胡
考
―

劉
淵
挙
兵
前
史
―
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
三
、一
九
八
八
年
）
等
を
参
照
）。
故
に
、
例
え
ば
「
咸
寧
儀
注
」
に
出
現
す
る
匈
奴
南
単
于

は
、
於
夫
羅
乃
至
呼
廚
泉
の
直
系
親
族
で
な
い
可
能
性
が
排
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
具
体
的
に
誰
が
呼
廚
泉
以
降
の
匈
奴
南
単
于
で
あ
っ

た
の
か
が
不
明
で
あ
る
現
在
の
史
料
状
況
で
は
論
証
に
耐
え
な
い
が
、
極
め
て
興
味
深
い
問
題
点
に
な
り
得
る
の
で
附
言
し
て
お
く
。

㉔　

前
掲
小
野
響
「
烏
桓
に
お
け
る
単
于
の
導
入
―
三
郡
烏
桓
王
権
の
変
化
と
非
漢
族
へ
の
単
于
授
与
―
」
参
照
。

㉕　

五
胡
十
六
国
時
代
の
単
于
に
関
す
る
先
行
研
究
整
理
と
、
後
趙
に
お
け
る
単
于
に
対
す
る
卑
見
に
つ
い
て
は
、
小
野
響
「
後
趙
に
お
け
る
支
配
の
様
相
」

（
同
『
後
趙
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

㉖　

劉
淵
の
大
単
于
を
含
め
た
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
単
于
に
つ
い
て
は
、
小
野
響
「
大
単
于
の
復
活
と
消
滅
―
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
「
単

于
」
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
一
二
七
、二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
））
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『宋書』・『晋書』・『通典』における西晋元会儀礼式次第比較表
A B C D

1
『宋書』巻一四、礼志一 『晋書』巻二一、礼志下

『通典』巻七〇、礼典
三〇、
元正冬至受朝賀

2
晉武帝世、更定元會注、
今有咸寧注是

晉氏受命、武帝更定元會
儀、咸寧注是 晉武帝咸寧中、定儀。

3 傅玄元會賦曰 傅玄元會賦曰

4

「考夏后之遺訓、綜殷周
之典藝、採秦漢
之舊儀、定元正之嘉會。」

「考夏后之遺訓、綜殷周
之典藝、採秦漢
之舊儀、定元正之嘉會。」

5 此則兼採衆代可知矣。 此則兼採衆代可知矣。
6 咸寧注、 咸寧注
7

元旦
前日

先正一日、 先正一日、 先正月一日、

8
守宮宿設王公卿校便坐
於端門外、大樂鼓
吹又宿設四廂樂及牛馬
帷閤於殿前。

有司各宿設。
有司各宿設王公卿校便
坐於端門外、太樂
鼓吹又宿設四廂樂於殿
前。

9 夜漏未盡十刻、 夜漏未盡十刻、 夜漏未盡十刻、
10 羣臣集到、庭燎起火。 羣臣集到、庭燎起火。 群臣集、庭燎起。

11 上賀謁報、又賀皇后。 上賀、起、謁報、又賀皇
后。 上賀、謁報、又賀皇后。

12 還從雲龍東中華門入謁、
詣東閤下便坐。

還、從雲龍・東中華門
入、詣東閤下、便
坐。

還從雲龍・東中華門入
謁、詣東閤下便
坐。

13

晨賀

漏未盡七刻、 漏未盡七刻、 漏未盡七刻、

14
羣司乘車與百官及受贄
郎下至計吏、皆
入、詣陛部立。

百官及受贄郎官以下至
計吏皆入立其次、

群司乘車與百官及受贄
郎、下至計吏、皆
入、詣階部、立其次、

15 其陛衞者、如臨軒儀。 其陛衞者如臨軒儀。 其階衛者如臨軒儀。
16 漏未盡五刻、 漏未盡五刻、 漏未盡五刻、

17 謁者僕射・大鴻臚各奏
「羣臣就位定。」

謁者・僕射・大鴻臚各各
奏羣臣就位定。

謁者僕射・大鴻臚各奏
「群臣就位定」。

18 漏盡、 漏盡、 漏盡、
19 侍中奏「外辦。」 侍中奏外辦。 侍中奏「外辦」。
20 皇帝出。 皇帝出、 皇帝出、
21 鍾鼓作、百官皆拜伏。 鐘鼓作、百官皆拜伏。 鐘鼓作、百官皆拜伏。
22 太常導皇帝升御座。 太常導皇帝升御坐、 太常導皇帝升御座、
23 鍾鼓止。百官起。 鐘鼓止、百官起。 鐘鼓止、百官起。
24 大鴻臚跪奏「請朝賀。」 大鴻臚跪奏『請朝賀』。 大鴻臚跪奏「請朝賀」。
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A B C D
25

晨賀

治禮郎讚「皇帝延王登。」掌禮郎讚『皇帝延王登』。掌禮郎贊「皇帝延王登」。

26
大鴻臚跪讚「蕃王臣某等
奉白璧各一、再
拜賀。」

大鴻臚跪讚『藩王臣某等
奉白璧各一、再
拜賀』。

大鴻臚跪贊「藩王臣某等
奉白璧各一、再
拜賀」。

27 太常報「王悉登。」 太常報『王悉登』。 太常報「王悉登」。
28 謁者引上殿、當御座。 謁者引上殿、當御坐。 謁者引上殿、當御座。
29 皇帝興、王再拜。 皇帝興、王再拜。 皇帝興、王再拜。
30 皇帝坐、復再拜、 皇帝坐、復再拜。 皇帝坐、復再拜。
31 跪置璧御座前、復再拜。 跪置璧御坐前、復再拜。 跪置璧御座前、復再拜。

32 成禮訖、謁者引下殿、還
故位。

成禮訖、謁者引下殿、還
故位。

成禮訖、謁者引下殿、還
故位。

33 掌禮郎讚『皇帝延太尉
等』。

掌禮郎贊「皇帝延太尉
等」。

34

治禮郎引公・特進・匈奴
南單于子・金紫
將軍當大鴻臚西、中二千
石・二千石・千石・六百
石當大行令西、皆北面
伏。

於是公・特進・匈奴南單
于・金紫將軍當
大鴻臚西、中二千石・
二千石・千石・六百石當
大行令西、皆北面伏。

理禮郎引公・特進・匈奴
南單于・金紫將
軍當大鴻臚西、中二千
石・二千石・千石・六百
石當大行令西、皆北面
伏。

35
大鴻臚跪讚「太尉・中
二千石等奉璧皮帛
羔雁雉、再拜賀。」

鴻臚跪讚『太尉・中二千
石等奉璧・皮・
帛・羔・雁・雉、再拜
賀』。

鴻臚跪贊「太尉・中二千
石等奉璧・皮・
帛・羔・雁・雉、再拜
賀」。

36 太常讚「皇帝延君登。」 太常讚『皇帝延公等登』。太常贊「皇帝延公等登」。

37 治禮引公至金紫將軍上
殿、當御座。

掌禮引公至金紫將軍上
殿。

掌禮引公至金紫將軍上
殿、當御座。

38 皇帝興、皆再拜。 皇帝興、皆再拜。 皇帝興、皆再拜。
39 皇帝坐、又再拜。 皇帝坐、又再拜。 皇帝坐、又再拜。

40 跪置璧皮帛御座前、復再
拜。

跪置璧皮帛御坐前、復再
拜。

跪置璧皮帛御座前、復再
拜。

41 成禮訖、讚者引下殿、還
故位。

成禮訖、謁者引下殿、還
故位。

成禮訖、謁者引下殿、還
故位。

42
王公置璧成禮時、大行令
並讚、殿下中二
千石以下同。

公置璧成禮時、大行令並
讚殿下、中二千
石以下同。

王公置璧成禮時、大行令
並贊殿下、中二
千石以下同。

43
成禮訖、以贄授受贄郎、
郎以璧帛付謁
者、羔鴈雉付太官。

成禮訖、以贄授贄郎、郎
以璧帛付謁者、
羔・雁・雉付太官。

成禮訖、以贄授受贄郎、
郎以璧帛付謁
者、羔・雁・雉付太官。

44 太樂令跪請奏雅樂。以次
作樂。

太樂令跪請奏雅樂、樂以
次作。

太樂令跪請奏雅樂、樂以
次作。

45 乘黄令乃出車。 乘黄令乃出車、 乘黄令乃出車、



立命館東洋史學　第 45號

162

A B C D
46

晨賀

皇帝罷入、百官皆坐。 皇帝罷入、百官皆坐。 皇帝罷入、百官皆坐。
47 晝漏上水六刻、 晝漏上水六刻、 晝漏上水六刻、

48 諸蠻夷胡客以次入、皆再
拜訖、坐。

諸蠻夷胡客以次入、皆再
拜訖、坐。

諸蠻夷朝客以次入、皆再
拜訖、坐。

49

昼会

御入三刻、又出。 御入後三刻又出、 御入後三刻又出、
50 鍾鼓作。 鐘鼓作。 鐘鼓作。

51 謁者僕射跪奏「請羣臣
上。」

謁者・僕射跪奏『請羣臣
上』。

謁者僕射跪奏「請群臣
上」。

52
謁者引王公至二千石上
殿、千石・六百石
停本位。

謁者引王公二千石上殿、
千石・六百石停
本位。

謁者引王公二千石上殿、
千石・六百石停
本位。

53 謁者引王詣尊酌壽酒、跪
授侍中。

謁者引王詣樽酌壽酒、跪
授侍中。

謁者引王詣樽酌壽酒、跪
授侍中。

54 侍中跪置御座前。 侍中跪置御坐前、 侍中跪置御座前、
55 王還自酌、置位前。 王還。王自酌置位前、 王還、自酌置位前、

56
謁者跪奏「蕃王臣某等奉
觴再拜、上千萬
歲壽。」

謁者跪奏『藩王臣某等奉
觴、再拜上千萬
歲壽』。

謁者跪奏「藩王臣某等奉
觴、再拜上千萬
歲壽」。

57 侍中曰「觴已上。」 侍中云「觴已上」、
58 百官伏稱萬歲。 百官伏稱萬歲。
59 四廂樂作。 四廂樂作、 四廂樂作、
60 百官再拜。 百官再拜。 百官再拜。
61 已飲、又再拜。 已飲、又再拜。 已飲、又再拜。
62 謁者引諸王等還本位。 謁者引王等還本位。 謁者引王等還本位。

63 陛者傳就席、羣臣皆跪
諾。

陛下者傳就席、羣臣皆跪
諾。

陛下者傳就席、群臣皆跪
諾。

64 侍中・中書令・尚書令各
於殿上上壽酒、

侍中・中書令・尚書令各
於殿上上壽酒。

侍中・中書令・尚書令各
於殿上上壽酒。

65 登歌樂升、太官令又行御
酒。

登歌樂升、太官又行御
酒。

登歌樂升、太官令又行御
酒。

66 御酒升階、太官令跪授侍
郎、侍郎跪進御座前。

御酒升階、太官令跪授侍
郎、侍郎跪進御坐前。

御酒升階、太官令跪授侍
郎、侍郎跪進御座前。

67 乃行百官酒。 乃行百官酒。 乃行百官酒。

68 太樂令跪奏「奏登歌。」
三。終、乃降。

太樂令跪奏『奏登歌』、
三終乃降。

太樂令跪奏「奏登歌」、
三終乃降。

69 太官令跪請御飯到陛、羣
臣皆起。

太官令跪請具御飯、到
階、羣臣皆起。

太官令跪請具御飯、到
階、群臣皆起。

70 太官令持羹跪授司徒。持
飯跪授大司農。

太官令持羹跪授司徒、持
飯跪授大司農、

太官令持羹跪授司徒、持
飯跪授大司農、
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71

昼会

尚食持案並授侍郎、侍郎
跪進御座前。

尚食持案並授持節、持節
跪進御坐前。

尚食持案並授侍郎、侍郎
跪進御座前。

72 羣臣就席。 羣臣就席。 群臣就席。
73 太樂令跪奏「食舉樂。」 太樂令跪奏『奏食舉樂』。太樂令跪奏「奏食舉樂」。
74 太官行百官飯案遍。 太官行百官飯案遍。 太官行百官飯 遍。

75 食畢、太樂令跪奏「請進
儛。」

食畢、太樂令跪奏『請進
樂』。

食畢、太樂令跪奏「請進
舞」、

76 儛以次作。 樂以次作。 樂以次作。

77 鼓吹令又前跪奏「請以次
進衆伎。」

鼓吹令又前跪奏『請以次
進衆伎』。

鼓吹令又前跪奏「請以次
進伎」。

78 乃召諸郡計吏前、授敕戒
於階下。

乃召諸郡計吏前、受敕戒
於階下。

乃召諸郡計吏前、授敕戒
於階下。

79 宴樂畢、 宴樂畢、 宴樂畢、
80 謁者一人跪奏「請罷退。」謁者一人跪奏『請罷退』。謁者一人跪奏「請罷退」。

81 鍾鼓作、羣臣北面再拜
出。

鐘鼓作、羣臣北面再拜、
出。

鐘鼓作、群臣北面再拜、
出。

82
江左更隨事立位、大體亦
無異也。宋有天下、多仍
舊儀、所損益可知矣。

然則夜漏未盡七刻謂之
晨賀、晝漏上三刻更出、
百官奉壽酒、謂之晝會。
別置女樂三十人於黄帳
外、奏房中之歌。

［未盡七刻謂之晨賀、晝
漏上三刻更出、百官奉壽
酒、謂之晝會。別置女樂
三十人於黄帳外、奏房中
之歌。其王公以下入朝
者、四方各爲二番、三歲
而周、周則更
始。如有故・不朝之歲、
各遣卿奉聘。］




